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Ⅰ．はじめに
　2018年度に韓国大法院２は、特許、意匠、商標お
よび著作権に関して、計26件の判決を下した。この
うち、韓国特有の制度である権利範囲確認審判３の
有効性に関する判決に関心が高く、意匠、商標およ
び著作権に関する判決も注目される。全般的には、
特許権者等の権利者又は出願人に友好的な判決傾向

が持続するものと判断できる。
　以下では、各分野別の主な判決をまとめた。

Ⅱ．特許法の分野
１．特許登録後、特許請求の範囲が訂正された場合

でも、出願経過禁反言の原則が適用され、特許の

訂正により請求の範囲から意識的に除かれたもの
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は、均等の範囲に含まれない。（大法院2018年８

月１日言渡2015Da244517判決）

（１）特許出願人又は特許権者が、特許出願過程
で特許発明と対比対象となる製品（以下「対象
製品」という）を、特許発明の請求の範囲から
意識的に除いたとみることができる場合、特許
権者が対象製品を製造・販売している者を相手
に、対象製品が特許発明の保護範囲に属すると
主張することは、禁反言の原則に反して許され
ない。特許発明の出願過程において、対象製品
が請求の範囲から意識的に除かれたのかは、明
細書だけでなく、出願から特許になるまでに特
許庁審査官が提示した見解、出願人が出願過程
で提出した補正書や意見書などに示された出願
人の意図、補正理由などを考慮して判断しなけ
ればならない。かかる法理は、特許登録後に行
われる訂正を通じて、請求の範囲の減縮があっ
た場合にも同様に適用される。

（２）特許権者である原告が、本件請求項１の発
明が無効になることを避けるために、本件請求
項１の発明の構成５を「絶縁弾性コアの下面は、
その垂直横断面が二等辺三角形の斜辺を形成す
るように、幅方向の両角で、前記下面の中央部
分に向かって凹状に傾斜して形成されること」
に限定する内容に訂正した上で、かかる構成に
より、リフローソルダリング時、電気接触端子
の下面両側が溶融はんだに均一に接触し得ると
主張した。

したがって、特許侵害訴訟事件では、被告の
実施製品のような左右非対称の弾性コアの下面
形状は、本件請求項１の発明の請求の範囲から
意識的に除いたものとみなせると判断した原審
判決を支持した事案である。

２．侵害訴訟の係属中、被告が実施製品と同一の

確認対象発明を審判対象とする権利範囲確認審

判を別途請求した場合、審判請求の利益を認めるこ

とができるか否か（大法院2018年２月８日言渡2016 

Hu328判決）

（１）特許法が規定している権利範囲確認審判は、
特許権侵害に関する民事訴訟（以下「侵害訴訟」
という）のように、侵害差止請求権や損害賠償

請求権の存否のような紛争の当事者間の権利関
係を最終的に確定する手続きではなく、当該手
続きでの判断が侵害訴訟に羈束力を与えるもの
でもないが、簡単かつ迅速に、確認対象発明が
特許権の客観的な効力範囲に含まれるかを判断
することにより、当事者間の紛争を事前に防止
したり、早期に終結させるのに寄与するという
点で固有の機能を持つ。

（２）特許法は、審判長が訴訟手続が完結すると
きまで審判手続を中止することができると規定
し、法院は特許に関する審決が確定するときま
で訴訟手続を中止することができると規定し、
法院は侵害訴訟が提起、あるいは終了したと
きは、その旨を特許審判院長４に通知するよう
に規定し、特許審判院長は、特許権又は専用実
施権の侵害に関する訴えに対応して、当該特許
権に関する無効審判などが請求された場合には、
その旨法院に通知しなければならないと規定し
ている。このように、特許法が、権利範囲確認
審判と訴訟手続きを、各手続の開始先後や進行
経過などと無関係に、別の独立した手続きとし
て認められることを前提に規定していることも、
前述の権利範囲確認審判制度の機能を尊重する
という趣旨として理解することができる。

（３）こうした権利範囲確認審判制度の性質と機
能、特許法の規定内容と趣旨等に照らしてみる
と、侵害訴訟が係属中であるので、その訴訟に
おいて特許権の効力が及ぶ範囲を確定すること
ができるとしても、これを理由に侵害訴訟とは
別途請求された権利範囲確認審判の審判請求の
利益が否定されるとみることはできない。

（４）侵害訴訟係属中、被告が、実施製品と同一
の確認対象発明を審判対象とする権利範囲確認
審判を別途請求した場合、審判請求の利益を認
め難いとした原審の判断を破棄した事案である。

３．先行発明と数値限定に違いがある出願発明の進

歩性判断基準（大法院2018年７月12日言渡2016 

Hu380判決）

（１）出願前に公知となった発明が有する構成要
素の範囲を数値として限定した特許発明は、そ
の課題および効果が公知となった発明の延長線


